
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
字
区
域
の
変
更

(

市

町

村

振

興

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
指
定
の
変
更

水
産
振
興
課

西
北
地
域

県

民

局

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
消
滅

(

同

)

…

�

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
指
定
の
変
更

(

西
北
地
域

県

民

局)

…

�

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

(
下
北
地
域

県

民

局)

…

�

公

告

○
換
地
処
分

(

農
村
整
備
課)

…

�

○
右

同

(

同

)
…

�

○
右

同

(

同

)
…

�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
住
宅
課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

東
青
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

中
南
地
域

県

民

局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
十
八
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
長
か
ら
弘
前
市
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

弘
前
市

大
字
鬼
沢
字
二
千
苅
一
九
九
の
一
部
を
大
字
楢
木
字
用
田
に
編
入
す
る
。

大
字
小
友
字
神
原
七
七
、
七
八
の
七
か
ら
七
八
の
九
ま
で
、
四
八
四
か
ら
四
九
〇
ま
で
、
四
九
一

の
一
か
ら
四
九
一
の
四
ま
で
を
大
字
鬼
沢
字
二
千
苅
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
十
九
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
長
か
ら
弘
前
市
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

弘
前
市

大
字
楢
木
字
富
岡
二
七
の
二
の
一
部
、
二
八
か
ら
三
〇
ま
で
の
各
一
部
、
三
一
の
一
の
一
部
、
三

一
の
二
の
一
部
、
三
二
の
一
部
、
三
三
の
一
部
、
三
四
の
一
か
ら
三
四
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
三
五

の
一
部
、
三
九
か
ら
四
二
ま
で
の
各
一
部
、
四
三
の
一
の
一
部
、
四
三
の
二
の
一
部
、
八
七
の
一
部

を
大
字
楢
木
字
島
原
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
六
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
百
十
号
を
も
っ
て
指
定
し
た
加
入
区
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
そ
の
指
定
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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平
成
二
十
年

一
月
三
十
日

(

水
曜
日)

第
二
千
八
百
八
十
八
号



( )

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

｣

及
び

｢

｣

を
削
り
、

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
六
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
号
を
も
っ
て
指
定
し
た
加
入
区
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
そ
の
指
定
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

｣

及
び

｢

｣

を
削
り
、

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、

｢

｣

を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
六
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
年
一
月
三
十
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を
普
通

損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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竜

飛

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
竜
飛
字
梹
榔
の
全
区
域

岩

崎

西
津
軽
郡
岩
崎
村
大
字
岩
崎
、
大
字
久
田
お
よ
び
大
字
正
道
尻
の
全
区
域

大

戸

瀬

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
柳
田
、
大
字
関
、
大
字
北
金
ケ
沢
、
大
字
田
野
沢
、

大
字
驫
木
、
大
字
風
合
瀬
字
大
磯
及
び
字
汐
干
浜
の
区
域

新
深
浦
町

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
柳
田
、
大
字
関
、
大
字
北
金
ケ
沢
、
大
字
田
野
沢
、

大
字
驫
木
、
大
字
風
合
瀬
字
大
磯
、
大
字
風
合
瀬
字
汐
干
浜
、
大
字
舮
作
、

大
字
月
屋
、
大
字
岩
崎
、
大
字
沢
辺
、
大
字
正
道
尻
、
大
字
森
山
、
大
字
松

神
及
び
大
字
黒
崎
の
区
域

沢

辺

西
津
軽
郡
岩
崎
村
大
字
沢
辺
の
全
区
域

〃

艫

作

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
月
屋
お
よ
び
大
字
艫
作
の
全
区
域

〃

今
別
町
西
部

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
、
大
字
村
元
、
大
字
山
崎
お
よ
び
大
字
浜
名
の

全
区
域

竜
飛
今
別

青
森
県
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
竜
浜
、
字
三
�
源
兵
衛
間
、
字
三
�
木

落
、
字
三
�
鎧
嶋
、
字
三
�
梹
榔
、
字
三
�
鳴
神
、
字
三
�
尻
神
、
字
三
�

宇
鉄
山
、
今
別
町
大
字
今
別
、
大
字
村
元
、
大
字
山
崎
、
大
字
浜
名
、
大
字

大
泊
、
大
字
袰
月
、
大
字
砂
ヶ
森
及
び
大
字
奥
平
部
の
区
域

今
別
町
東
部

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
、
大
字
袰
月
、
大
字
砂
ケ
森
お
よ

び
大
字
奥
平
部
の
区
域

昭
��、
�、

��指
定

加
入
区
の
名
称

竜

飛

岩

崎



( )

青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

昭
和
四
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号
を
も
っ
て
指
定
し
た
加
入
区
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
そ
の
指
定
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

｣

を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
六
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
２
鬼
楢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
鬼
沢
第
１
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第

十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
２
鬼
楢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
鬼
沢
第
２
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第

十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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大

戸

瀬

艫

作

今
別
町
西
部

今
別
町
東
部

黒
崎
外
二
ケ
字

西
津
軽
郡
岩
崎
村
大
字
森
山
、
大
字
松
神
、
大
字
黒
崎
の
区
域

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

川

内

む
つ
市
川
内
町
高
野
川
一
〇
番
地
二

船

橋

元

吉

む
つ
市
川
内
町
田
野
沢
一
六
九
番
地
二
〇

板

井

勝

儀

む
つ
市
川
内
町
桧
川
稲
沢
八
番
地
二

橋

本

力
太
郎

平
成
二
十
年
一

月
三
十
日
か
ら

同
年
二
月
十
三

日
ま
で

川
内
町
漁
業

協
同
組
合



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
２
鬼
楢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
楢
木
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

大
水
工
務
店

二

氏
名

大
水

勝
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
港
町
三
丁
目
四
の
六
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
三
〇
三
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

葛
西
フ
ロ
ア

二

氏
名

葛
西

浩

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
小
栗
山
字
長
田
三
三
の
一
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
二
〇
〇
二
九
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
十
一
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(
名
称)

十
和
田
市
東
十
五
番
町
一
四
三
の
一
及
び
一

四
三
の
一
七
か
ら
一
四
三
の
二
〇
ま
で

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
の
一

株
式
会
社

不
動
産
セ
ン
タ
ー
十
和
田


